
はじめに
尿や便などの排泄物が皮膚に持続し

て付着すると、皮膚は浸軟し損傷を起

こしやすくなります。ここでは、予防的

スキンケア及び失禁に伴うスキントラブ

ルのケアについて解説します。

失禁に伴う
予防的スキンケア
尿・便失禁による皮膚障害を予防す

るには、①尿や便などの排泄物の接触

予防、②機械的刺激の除去、③皮膚の

浸軟予防、④感染予防、⑤尿失禁の場

合には失禁のタイプをアセスメントし、

失禁を予防、⑥便失禁の場合には失禁

コントロールすることが必要となります。

【適切な排泄ケア用品の選択】

持続した排泄物の皮膚への付着を防

ぐためには、失禁量をアセスメントし適

切な吸水性と吸水量をもつ紙おむつ、

尿失禁用パッドや軟便パッドなどを選

択します（表1）。吸収量の少ないパッ

ドを何枚も重ねて使用すると、蒸れの

原因になったり、かえって尿漏れを起

こす原因になることがあります。また体

圧分散効果を低下させることもありま

すので、テープ止めタイプなどのおむ

つ1枚とパッド1枚を組み合わせるよう

選択します。最近は高分子吸水ポリマ

ー入りで水分を素早く吸収し逆戻りを

防ぐ尿失禁パッドや、パッドの表面が

網目状になっており軟便や下痢便が目

詰まりしにくく、表面に残りにくい軟便

パッド、尿や便を濾過し速やかにおむ

つ内に吸収されるのを助けるポリエス

テル繊維綿、蒸れ対策として通気性に

留意した製品などもありますので失禁

の状態に合わせて選択します。

しかし、おむつに付着した尿や便の

ｐＨはアルカリ性で皮膚には強い刺激

の原因となります。皮膚障害を起こす

前に、皮膚の浸軟予防、排泄物付着に

よる皮膚障害予防対策として、撥水性

効果のある撥水・保湿クリーム、保

護・保湿クリーム、保護クリーム、皮膚

被膜剤、保護オイル等を選択し使用し

ます（図１）。

【機械的刺激の除去】

石鹸による頻回な洗浄は皮脂成分を

取り除き、皮膚のバリア機能低下の原

因になります。洗浄は石鹸を十分に泡

立てて1日1回程度にします（図2）。ま

た頻回な拭き取りは機械的刺激の原因

となりますので、油性の清浄剤を使用

し、便が付着している場合には拭き取

るのではなく、できるだけつまみとるよ

うに注意します。

【失禁のコントロール】

尿失禁の場合は、尿失禁タイプをア
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文献1、5を参考に作成

表1．適切な排泄ケア用品の選択（おむつ）

・携帯に便利なコンパクト包装

・下着と併用する

・ごく軽い尿漏れに対応（100ml以下）

・自分で交換できる人向き

・履くタイプの紙おむつ

・装着が簡単

・立ち上がったり歩いたりできる人向き

・臥床時間が長い人向き

・吸収量が多く、保水性が高い

・250ｍｌ以上尿が漏れる人

・介助者がおむつ交換をしやすい

・パンツタイプやテープ止めタイプと組み合わせて使用できる

・尿量によりサイズが選択できる

・男女とも使用できる

失禁パッド

パンツタイプ

テープ止めタイプ

尿取りパッド

名　称 特　徴



セスメントし失禁対策を行います。便

失禁の場合には、便の回数や性状を把

握します。下痢や頻便が続く場合には

原因をアセスメントし、NSTと連携をと

り便性のコントロールをします。また経

腸栄養を実施している場合には、注入

速度や注入量の調整や栄養剤の種類

を検討します。

失禁ケアに伴う
スキントラブルのケア
排泄物付着が原因による紅斑やびら

ん、潰瘍が見られる場合、皮膚保護剤

や油脂性基剤の軟膏を使用します。撥

水性効果のあるスキンケア用品の多く

は医薬品や医療機器には分類されてい

ないため、損傷のある皮膚には使用で

きないので注意しましょう。

【頻回な便失禁の対処法】

排便コントロールが困難で、水様便

や泥状便が持続し、排泄物付着が原因

によるスキントラブルが発生した場合や

予防対策として、皮膚保護剤や創傷被

覆材を使用することがあります。すで

にびらん、潰瘍が見られる場合には創

傷被覆材で創面を保護するとともに

（図3）、新たな排泄物の付着を予防し

ます。ただし、肛門部に近い部分にス

キントラブルが発生した場合には、創

傷被覆材と皮膚の間に排泄物が潜り

込み、皮膚障害の悪化や感染を引き起

こしかねないので、使用する場合には

注意が必要です。創傷被覆材の貼付が

難しい場合には油脂性基剤の軟膏を

選択します。しかし、軟膏が泥状便や

水様便ですぐ流れてしまい、スキントラ

ブルがなかなか改善しない場合には、

粉状皮膚保護剤を併用することもあり

ます。その他、板状皮膚保護剤をモザ

イク状に貼付したり、粉状皮膚保護剤

を散布し排泄物の付着を予防する方法

もあります（図4）。

肛門括約筋弛緩などが原因で少量ず

つ便が漏れる場合には、便失禁用皮膚

保護剤付採便袋や、単品系ストーマ装

具を肛門周囲に貼付する方法がありま

す。便失禁用皮膚保護剤付採便袋は排

泄口がキャップ式になっているため水

様便が排出しやすく、ドレナージバッグ

との接続も可能です。その他、プラグ

状のポリウレタンを肛門に挿入し排便

をコントロールする製品や、シリコンチ

ューブと蓄便袋が一体となっている便

失禁管理システムがあります。これらは

違和感を伴ったり、肛門内に病変、損

傷がある場合には使用できないものや

医師の管理下で使用するものもありま

す。

ケアの実際
40歳代男性で心肺停止状態にて来

院されました。蘇生後は高機能エアマ

ットレスを使用しています。蘇生4週間

後、胃瘻造設され経腸栄養開始となり

ました。尿道留置カテーテルが留置さ

れており、紙おむつを使用していまし

た。入院時より排泄物付着予防のため、

撥水・保湿クリームを塗布していまし

た。経腸栄養開始前は、概ね2～3日

に1回の排便で、肛門周囲はスキントラ

ブルなく経過していました（図5）。しか

し、経腸栄養が開始され約2週間後に

は泥状便が1日に7～8回排出されるよ

うになり、肛門周囲に紅斑が見られる
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図5．経腸栄養開始時の肛門周囲



ようになりました（図6）。そのため油脂

性基剤の軟膏を塗布しました。しかし、

軟膏が排泄物ですぐ流れ排泄物が付

着してしまうため、粉状皮膚保護剤を

併用し、排泄物付着防止につとめまし

た。またNSTと相談し経腸栄養剤や注

入速度などを検討しました。2日後スキ

ントラブルは改善し、撥水・保湿クリー

ムの使用を再開しました（図7）。スキ

ントラブル改善後約3週間で再び泥状

便から水様便が１日7～8回以上排出さ

れるようになり、スキントラブルが再度

発生したため軟膏使用に変更しました

が、前回同様、2～3日で改善が見られ

たため、撥水・保湿クリームに変更し

ました。

一方、尿失禁に関しては蘇生後尿道

留置カテーテルにて管理していました

が、蘇生後約６週間経過した頃に、尿

の混濁や熱発が続いたため、尿道留置

カテーテルを抜去しました。その後は

陰嚢周囲にも撥水・保湿クリームを使

用しました。さらに、尿道留置カテーテ

ル抜去前の１日の尿量が2,500ml前後

であったことと、湿潤対策を考慮し、

通気性が良く総吸収量が1,000mlで使

用時の目安が470mlと表示されている

尿取りパッドを使用しました。その後

スキントラブルなく経過しています（図

8）。

まとめ
尿や排泄物によるスキントラブルを

予防するためには、皮膚の生理機能を

よく理解し、バリア機能の助けとなる

撥水・保湿クリームなどの使用が必要

です。また、排泄物の性状や排便回数

に応じて適切な排泄ケア用品の使用と

選択が必要となります。
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編集後記

2010年、初のアルメディアをお届け

致します。今号は排泄ケアを特集致し

ました。

「排泄障害」は「失禁ケア」の対象と

して考えられることが多いのですが、

本来の「Continence  care」は「禁制を

保持するケア」であり、介護・看護界で

氾濫している「失禁へ対しての対症療

法」ではなく「排泄障害へのマネジメン

ト」の重要性を訴えるものです。

巻頭には日本コンチネンス協会会長

の西村先生にコンチネンスケアの目標

をお書きいただき、続く２本の論文は、

吉川先生には排泄の自立とQOLの向

上を、片岡先生には、失禁に伴うスキ

ンケアをお書きいただきました。

今号の企画が、コンチネンスケアを

深める一助となれば幸いです。

まだまだ寒さが続きます。ご自愛く

ださい。


